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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着座部（６）及び背もたれ部（８）を備える椅子状の臥台（２）を基台（１）に載置し
、臥台（２）を着座位置から所定角度背面側へ傾倒した牽引位置まで傾動させる傾動機構
部（３）を設け、
　前記背もたれ部（８）を牽引方向に移動可能にして牽引機構部（１０）で移動させる牽
引装置において、
　前記背もたれ部（８）は、
　脇支持部（１２）とアーム（１１）からなる脇アーム（１３）が、左右一対に設けられ
、牽引方向に移動可能な第二移動台（１６）と、
　第二移動台（１６）を移動させる脇装具駆動部（１７）を備え、
　前記脇アーム（１３）は、脇の近くに位置し脇を支持できる支持位置と、臥台（２）へ
の乗り降り時には邪魔にならないような退避位置との間で脇アーム（１３）を移動させる
ように構成されており、牽引を開始すると、まず、脇装具駆動部（１７）で第二移動台（
１６）を移動させて脇アーム（１３）で脇を牽引し、脇にかかる力が所定値に達すると脇
装具駆動部（１７）をその位置に固定し、続いて、牽引機構部（１０）で背もたれ部（８
）を移動させて牽引するようにした牽引装置。
【請求項２】
　第二移動台（１６）を背もたれ部（８）に沿って移動させる脇装具駆動部（１７）を設
け、
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　第二移動台（１６）に、ほぼ鉛直方向の、又は背もたれ部（８）の上面とほぼ垂直方向
の回転軸Ｏを、人の両脇間隔よりも狭く、左右一対に設け、
　両回転軸Ｏを中心に回転自由にバー（１５）を設け、
　バー（１５）に前記脇アーム（１３）を接続し、バー（１５）の長手方向軸を前記軸Ｐ
として回転自由に前記脇アーム（１３）を設け、
　背もたれ部（８）と脇アーム（１３）にコマ（１８）とカム（１９）を設けてカム機構
部とし、
　第二移動台（１６）が移動するときカム機構部が作動して、軸Ｐを中心に脇アーム（１
３）を回転遥動させるようにし、
　牽引時には脇アーム（１３）を脇の近くに移動させて脇を支持できるようにし、臥台（
２）への乗り降り時には邪魔にならないように脇アーム（１３）を退避位置に移動させる
ようにした請求項１に記載の牽引装置。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に腰椎の牽引療法に使用する牽引装置に関するものであり、患者の肉体的
な負担を軽減し、治療の煩雑さ改善し、より効果的な治療が可能な牽引装置を提供するこ
とを目的とする。
【背景技術】
【０００２】
　牽引療法は、腰椎や頚椎を牽引し、各種の腰椎疾患や頚椎疾患を治療するもので、整形
外科やリハビリテーションなどの分野で広く用いられている。
　本発明の装置では頚椎牽引治療も可能であるが、主に腰椎の牽引に使用するので、以下
、腰椎牽引について述べる。
　従来の牽引装置は、図８に示すように、牽引器と牽引用ベッドから構成され、治療の補
助として脇装具、腰装具及び脚台を使用する。
　ベッドは、図９に示すように、通常はマットを２つに分割しており、上半身が載る側は
ほぼ固定で、下肢側は移動自在にしてある。
【０００３】
　治療前に、脇装具を脇に当ててその端部をベッドのフレームに固定し、腰装具を腰に装
着して牽引装置に接続し、足の下に脚台を敷く。脚台を使用すると腰椎の前方への湾曲（
前湾）をとることができる。牽引治療では、前湾を矯正した上で治療をおこなうことが重
要とされる。
　牽引パターンは、図７に示すように、牽引－牽引力持続－緩和－休止を繰り返す間歇牽
引と、治療中一定の力で牽引する連続（持続）牽引とがある。通常は間歇牽引が多く用い
られるので、ここでは間歇牽引を中心に述べる。
【０００４】
　治療の前に牽引条件を設定する。牽引条件には、牽引力、休止時間、持続時間、治療時
間などがあり、牽引力は体重の半分程度、休止時間と持続時間は数秒、治療時間は１０～
２０分程度である。
　図８のように、脇と腰に装具を付け、ベッドの上で仰臥位になり、脚台を使用し、治療
条件を設定した後、治療を開始すると、まず休止モードになり、設定された時間だけ休止
し、休止時間が終了すると牽引モードになり、牽引をし、牽引力が設定値になると持続モ
ードになり、この牽引力を設定時間だけ持続し、持続時間が終了すると緩和モードになり
、モータを逆回転させて牽引力を緩和し、牽引力がゼロ又は設定値以下になると休止モー
ドに入る、というサイクルを、治療時間に繰り返し、治療時間が終了すると牽引力をゼロ
にして治療を終了する。連続（持続）牽引は、持続時間を治療時間と同じにすると実現す
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ることができる。
【０００５】
　牽引療法は効果的ではあるが、装置には問題も残っている。
　治療前に、患者はベッドに乗り、装具を装着し、仰臥位になり、膝の下に脚台を入れ、
治療後に逆の動作をおこなう必要があるが、腰痛等の腰部疾患を有する患者にとって、こ
れらの動作をおこなうことは肉体的に大きな苦痛であった。
　また、装具の装着に手間がかかり、患者だけでなく、介助者の手も煩わせていた。
　さらに、通常は体重の半分ほどの力で牽引するが、この力が脇に集中して痛みが生じ、
これを我慢して力を入れて治療をすると治療効果が低下する等の問題があった。これらの
課題を解決するものに、脇装具を改良するもの（例えば特許文献１参照）、ベッドへの乗
り降りを簡単にするもの（例えば特許文献２～４参照）などがある。一方、より高い治療
効果を得るためにも様々な工夫がなされている（特許文献５，６参照）。以下、図により
これらの従来技術を説明する。
【０００６】
　図９は特許文献１の図１（Ｃ）である。脇装具の代わりに脇アームを用い、脇アームを
マット面内で自由に回転（回旋）し、ベッド面と水平な軸を中心に自由に回転（屈曲）す
ることができ、ワンタッチで脇を固定することができるようにしている。このため、脇装
具の装着は非常に簡単になった。
　図１０は特許文献２の図１である。腰に障害のある患者が乗り降りしやすいように、ま
た、横たわった状態で体位変換が容易にできるように、手擦り（体位変換補助手段）３を
設けている。
　図１１は特許文献３の第１図であり、本考案はベッドに乗り降りしやすいように、ベッ
ドを椅子状にして患者を乗せ、治療をおこなうときにはベッドを平らにするようにしてい
る。このため、ベッドへの乗り降りは簡単になったが、脚台を使う必要があり、装具の改
良もおこなっていない。
【０００７】
　図１２は特許文献４の図１で、ベッドに乗り降りを楽にするためにベッドを椅子状にし
、治療する場合はベッドをリクライニングするようにしている。リクライニングした牽引
位置でも大腿関節を屈曲させたままであるため、腰椎の前湾は矯正されており、脚台を使
用する必要は無い。しかし、牽引力を検出する手段を有していないので、牽引力が不正確
になるという問題がある、また、装具に改良の余地がある。このため、この装置は実用化
されていない。
　図１３は特許文献５の第２図で、治療効果を上げるために、上半身を少し起こし、足は
膝を立てた状態にすることで、腰痛の大きな原因とされる腰椎前湾を矯正して、牽引治療
をおこなうものである。しかし、ベッドへの乗り降りの問題は解決されておらず、装具も
改良されていない。
　図１１は特許文献６の図６で、膝と大腿の関節をそれぞれ９０度にし、さらに臀部を持
ち上げて、腰椎前湾を矯正して腰椎後方の椎間板を拡開するもので、９０°－９０°牽引
と呼ばれ、特に急性期の腰痛治療に効果的であると言われている。これは、治療姿勢は効
果的であるが、ベッドへの乗り降りと装具については改良されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第２５２８３６０号
【特許文献２】特開２００１－２９３７３
【特許文献３】実開昭６０－１３１２４
【特許文献４】特開平６－２３３７９１
【特許文献５】特公昭５１－３０７１６
【特許文献６】特開２０００－２４５７６０
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　前述のように、従来の牽引装置では、ベッドへの載り降り、ベッド上での寝起き、ベッ
ド上での装具の着脱、脚台の着脱などの動作は、腰部に障害のある人にとって苦痛が大で
あった。また、腰と脇に装具をつけなければならず、この着脱は面倒で手間がかかり、介
助者の手も煩わせていた。さらに、治療では体重の半分程度の力で牽引をおこなうが、こ
の力が脇に集中し、痛みが生じ、これを我慢して力を入れて治療を受けると治療効果が低
下するという不都合もあった。また、牽引時に両脇が広がるような力が作用し、これを防
ぐために力を入れ、治療効果が低下することもあった。
【００１０】
　実際の治療では、休止－牽引－持続－緩和のサイクルを繰り返すが、各モードから次の
モードへ、例えば休止モードから牽引モードへ移行するとき、急激に牽引力が変化してシ
ョックが発生し、不快に感じることがあった。また、牽引を開始すると、設定した牽引力
になるまで一気に、牽引していた。障害があると、筋肉や関節が硬くなっていることが多
く、このような場合、急激に力を加えることは危険であり、このような牽引法には問題が
あった。効果の面では、治療中の姿位も重要である。また、設定どおりの正確な力で牽引
することが重要である。さらに、装置の構成を簡単にして故障の少ない、価格を低減した
装置を提供することも重要である。本出願では、これらの問題を解決することを目標とし
た。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、着座部及び背もたれ部を備える椅子状の臥台を基台に載置し、臥台を
着座位置から所定角度背面側へ傾倒した牽引位置まで傾動させる傾動機構部を設け、
　背もたれ部を牽引方向に移動可能にして牽引機構部で移動させる牽引装置において、
　前記背もたれ部は、
　脇支持部とアームからなる脇アームが、左右一対に設けられ、牽引方向に移動可能な第
二移動台と、
　第二移動台を移動させる脇装具駆動部を備え、
　前記脇アームは、脇の近くに位置し脇を支持できる支持位置と、臥台への乗り降り時に
は邪魔にならないような退避位置との間で脇アームを移動させるように構成されており、
牽引を開始すると、まず、脇装具駆動部で第二移動台を移動させて脇アームで脇を牽引し
、脇にかかる力が所定値に達すると脇装具駆動部をその位置に固定し、続いて、牽引機構
部で背もたれ部を移動させて牽引するようにした牽引装置を提供する。
 
 
【００１３】
　さらに、本発明の第３態様によれば、第二移動台を背もたれ部に沿って移動させる脇装
具駆動部を設け、
　第二移動台に、ほぼ鉛直方向の、又は背もたれ部の上面とほぼ垂直方向の回転軸Ｏを、
人の両脇間隔よりも狭く、左右一対に設け、
　両回転軸Ｏを中心に回転自由にバーを設け、
　バーに脇アームを接続し、バーの長手方向軸を前記軸Ｐとして回転自由に脇アームを設
け、
　背もたれ部と脇アームにコマとカムを設けてカム機構部とし、
　第二移動台が移動するときカム機構部が作動して、軸Ｐを中心に脇アームを回転遥動さ
せるようにし、
　牽引時には脇アームを脇の近くに移動させて脇を支持できるようにし、臥台への乗り降
り時には邪魔にならないように脇アームを退避位置に移動させるようにした第１態様の牽
引装置を提供する。
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【発明の効果】
【００１４】
　請求項１記載の発明により、脇装具を簡単に装着できるので、装具装着の手間を省力化
できる。また、ベッド上での体位変換は少なくてすむため苦痛も少なくなる。さらに、本
脇装具を用いて牽引すると、軸Ｏを中心に脇アーム１３で両脇から体を締め付けるように
力が作用するので、腕を押し広げるような力が脇にかからないため、余分に力を入れる必
要が無く、リラックスして治療を受けることができる。また、従来よりも痛みや不快感が
少なくてすむ。
【００１５】
　請求項２記載の発明により、脇にかかる力が所定値に達した状態で、脇装具を設けた第
二移動台を背もたれ部（８）に固定するので、それ以上の力で牽引しても、脇にかかる力
は従来よりも遥かに小さいので、従来よりも痛みや不快感が少なくてすむ。
【００１６】
　請求項３記載の発明により、患者が治療器に乗り降りするときは、脇アーム１３は乗り
降りに邪魔にならない位置に退避させ、治療を開始すると、脇アーム１３は自動的に移動
して脇を支えるので、人手を一切かけることなく脇アーム（１３）を自動的に装着するこ
とができる。このため、患者及び介助者の労力をゼロにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施例で、装置の概観図である。
【図２】本発明の臥台の実施例である。
【図３】請求項１記載の発明の脇アームの実施例である。
【図４】請求項２記載の発明の実施例の内視図である。
【図５】請求項３記載の発明の実施例である。
【図６】本発明の牽引装置による牽引パターンである。
【図７】従来の牽引パターンである。
【図８】従来の牽引装置による牽引の様子を示す。
【図９】特許第２５２８３６０号の実施例である。
【図１０】特開２００１－２９３７３の実施例である。
【図１１】実開昭６０－１３１２４の実施例である。
【図１２】特開平６－２３３７９１の実施例である。
【図１３】特公昭５１－３０７１６の実施例である。
【図１４】特開２０００－２４５７６０の実施例である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
（第１実施形態）
　図１に、本発明の牽引装置の実施例を示す。図の１は基台、２は臥台、３は傾動機構部
、４は臥台２のフレーム、５は牽引位置で下腿を載せる下腿載部、６は着座位置で患者が
座る着座部、７は着座した患者の腰部下部を支える着座部背当、８は背もたれ部、９は牽
引力を検出する荷重検出部、１０は背もたれ部８を移動させて牽引力を発生させる牽引機
構部、１３は脇装具である。
　図には記載していないが、装置は全体を制御する制御部を有し、牽引力、持続時間、休
止時間、治療時間などの治療条件を入力してメモリし、これを実行するようにプログラム
を有する。
　従来の装置では、治療前の準備で、ベッドに載って、装具を装着し、仰臥位になって、
脚台を脚の下に置いていた。その後、治療を開始すると休止モード、牽引モード、持続モ
ード、緩和モードというサイクルを、治療時間に繰り返し、治療時間が終了すると牽引力
をゼロにして治療を終了し、治療終了後に、治療準備と逆の動作をして、治療を終えてい
た。
　これに対して請求項１記載の発明では、ベッドへの乗り降りは椅子状の臥台２の着座部
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６に座るだけでよく、専用の腰及び脇装具を簡単に装着した後、治療スタートスイッチを
押すと、自動的に臥台２が傾動して牽引位置になり、牽引プログラムを実行し、治療時間
が終了すると臥台２を着座位置に戻し、装具をとると、治療を終了する。これらの一連の
動作は、自動的に実行される。
　傾動機構部と牽引機構部には電動モータを用いたリニアアクチュエータを用いればよい
。本請求項記載の発明により、治療前後の、患者及び介助者の労力を大幅に軽減すること
ができる。
【００１９】
　本出願と一見、似た装置が、特許文献４に開示されている（図９参照）。これは、ねじ
棒とめねじ部材を組み合わせ、トルクモータで駆動するようにしたもので、本出願と同様
、傾動と牽引が可能になっている。
　しかし、この先願特許には、牽引の自動化については一切触れていない。
また、この先願特許には牽引力の検出手段を設けていない。このような構成にすると、モ
ータと螺合機構部のばらつきによって摩擦が異なり、また、負荷（患者の体重）によって
も摩擦が変化し、これらの摩擦は経時的にも変化する。このような構成にしてトルクモー
タを電流制御しているため、正確な牽引力を維持することはできない。
　そこで請求項２記載の発明では、図１に示すように、牽引機構部１０で背もたれ部８を
駆動するときに生じる荷重（牽引力）を検出する荷重検出部９を牽引機構部１０とフレー
ム４との間に設け、荷重検出部８で牽引力を直接にモニタしながら、所定の力で牽引する
ようにした。このようにすることで、モータや螺合機構部の摩擦にばらつきがあっても、
これらが経時的に変化しても、また患者の体重が異なっても、正確な力で牽引することが
できる。
　過重検出部には圧力計その他を用いればよい。
【００２０】
　本発明の実施例を図２に示す。図の４は臥台のフレーム、５は下腿載部、６は着座部、
７は着座部背当、８は背もたれ部、１８は腰用ベルト（腰用装具）である。
　椅子状の臥台に患者を着座させ、着座部６と着座部背当７との間のコーナー部に設けた
腰用ベルト１４で、着座部６方向の力Ｆ１と着座部背当７方向の力Ｆ２とが作用するよう
にして、腰を固定している。
　腰用ベルト１４の固定にはバックルや面粘着式（マジックテープ（登録商標））等、何
を用いてもよい。椅子状の臥台に着座させて患者の脇を牽引すると、腰装具による固定が
不十分であれば、下腿が下腿載部５に乗っているので、脇と膝とが一直線になるように体
が浮く。本請求項記載の発明によりこれを効果的に押さえ、腰部を着座部に固定できる。
　図には、着座部６と着座部背当７とのなす角度をほぼ２分する方向に向けて、フレーム
４に、腰用ベルト１８を取り付けているが、取り付け位置や角度も重要であるが、着座部
６方向の力Ｆ１と着座部背当７方向の力Ｆ２とが作用するようにすることが重要である。
着座部６と着座部背当７とのコーナー方向に、ベルトで骨盤を押えるようにすればよい。
腰用ベルト１８自体は単純な構造で、安価に実現できるが、効果的に患者を着座部に固定
することができる。
　本請求項記載の発明では、着座部６方向の力Ｆ１だけが作用するようにしてもよい。こ
れは、着座部６の下に腰用ベルトを設けて実現できるが、股関節に負荷がかかり、股関節
に障害のある人の牽引には適しない。
　着座部背当７方向の力Ｆ２だけが作用するように、着座部背当７後方に腰用ベルトを設
けると、牽引時に、体全体が牽引方向にずれて、牽引効果が低下する。
【００２１】
　請求項１記載の発明の実施例を図３に示す。
　図の８は臥台の背もたれ部、１１はアーム、１２は脇当、１３は脇装具である脇アーム
、１５はバー、ＯとＰはバー１５及び脇アーム１３の回転軸である。
　脇アーム１３は、バー１５を介して、背もたれ部８に取り付けている。
　軸Ｏは、バー１５を水平方向に回転させるための回転軸で、背もたれ部８に、左右に、
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人の脇の間隔よりも狭く設けている。
　また、脇アーム１３は、バー１５に、回転軸Ｐ（バー２１の長軸）を中心に回転自在に
取り付けている。このため、患者が着座するときには、脇用アームが邪魔にならないよう
に、Ｏ及びＰ軸を中心に脇用アームを回転させ、邪魔にならない位置に退避させておくこ
とができる。脇アームは自由に回動できるので、着座した後に、脇当１６を脇の近傍（脇
固定位置）に置くことができ、そのまま牽引に移行できる。
　本請求項記載の発明により、着座して、脇用アームを移動させるだけで、簡単に脇装具
を装着できるので、患者及び介助者の省力化を実現できた。
　脇アーム１３は軸Ｏを中心に自由に回動でき、また、軸Ｏは両脇の間隔よりも狭くして
いるので、牽引をおこなうと、脇アーム１３の脇当て１２で両脇から体を締め付けるよう
な力が作用する。
　従来は、脇装具装着位置が脇よりも少し外にずれると、両腕を押し広げるような力が働
き、この力に必死で耐えながら治療を続けることがあった。これでは体に力が入り、効果
的な腰椎牽引ができないという不都合があった。本請求項記載の発明により、この問題も
解決できる。
【００２２】
　請求項２記載の発明の実施例を図４に示す。
　臥台２のフレーム４に、牽引方向に移動可能な背もたれ部８を設け、これを移動させる
牽引機構部１０を設けている。
　また、背もたれ部８に沿って牽引方向に移動可能な第二移動台１６を設け、これを背も
たれ部８に沿って移動させる脇装具駆動部１７を設け、第二移動台１６には脇装具１３を
設けている。
　牽引を開始すると、まず、脇装具駆動部１７で第二移動台１６を移動させて脇装具１３
で脇を牽引し、脇にかかる力が所定値に達すると脇装具駆動部１７をその位置に固定し、
続いて、牽引機構部１０で背もたれ部８を移動させて牽引するようにしている。
　このようにすることで、背中の摩擦力があるので、その分、牽引力よりも弱い力が脇に
かかり、従来よりも弱い力が脇にかかるため、牽引時にも脇には痛みや不快感は発生しに
くくなり、その結果、リラックスして、効果的な治療をおこなうことができる。
　図には脇装具１３として脇アームを示しているが、本請求項記載の発明では、図８に記
載したロープ状の脇装具その他どのような種類の装具を用いてもよい。
【００２３】
　請求項３記載の発明の実施例を図５に示す。
　軸Ｏは、バー１５を水平方向に回転させるための回転軸で、第二移動台１６に、左右に
、人の脇の間隔よりも狭く設けている。バー１５に脇アーム１３を設け、脇アーム１３は
、バー１５に、回転軸Ｐを中心に回動自由に接続している。
　また、背もたれ部８に固定してコマ１８を、脇アーム１３の軸Ｐを中心として回動する
部分にコマ１９を固定して設け、コマ１８と１９とでカム機構を構成している。
　牽引終了時に、第二移動部１６が背もたれ部８に収納されるように移動すると、コマ１
８と１９は接して、脇アーム１３を押し、バー１５はストッパー２０に当たる。それ以上
に第二移動部１６が移動すると、コマ１９がコマ１８に滑り込み、脇アーム１３を回動さ
せ、臥台への乗り降りの邪魔にならない位置に脇アーム１３を退避させる。
　逆に、牽引開始時には、患者が着座して治療を開始すると、まず、脇装具駆動部１７が
作動し、第二移動台を牽引方向に移動させ、カム機構部が作動し、牽引終了時と逆に、コ
マ１８と１９の接触が少なくなり、脇アーム１３が回動して、脇アーム１３の脇当て１２
が患者の脇の近傍に来るので、自動的に牽引をおこなうことができる。
　このようにして、治療開始前には脇アームを自動的に装着し、治療終了時には脇アーム
１３を邪魔にならない位置に自動的に退避させることができる。つまり、脇装具の自動着
脱が可能になった。
【００２４】
　本発明では、臥台２を傾倒して牽引位置にしたとき、フレーム５がほぼ水平になるよう
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にし、背もたれ部６をほぼ水平方向に移動させて牽引するようにした。
　本請求項記載の発明により、重力に抗する動きが無いため、消費電力が少なくてすむ。
また、牽引時の姿勢は図１３と同様な、いわゆる９０°－９０°牽引になるため、急性期
の腰痛を始めとして、より効果的な治療が可能になった。
【００２５】
　本発明では、牽引機構部の駆動源に速度制御が可能な電動モータを用い、所定の牽引速
度で牽引しているときのモータの回転速度を検出してパルス信号に変換し、このパルス信
号を計数してパルス数Ｎ０を求めて予め記憶させておき、
　実際の牽引時に、同様に電動モータの回転速度を検出してパルス信号に変換し、このパ
ルス信号を計数してパルス数Ｎを求め、
　測定したパルス数Ｎと記憶させているパルス数Ｎ０とを比較し、
　パルス数ＮとＮ０との差が所定の範囲に入るようにモータの電源を制御し、所定の牽引
速度で牽引するようにした。
　つまり、モータの回転数に対応するパルス数と牽引速度との関係を求めておき、所定の
速度で牽引する場合、この速度に対するパルス数になるようにモータの電源を制御しよう
というものである。
　モータの回転数は、タコメータ、光センサ、磁気センサその他を用いてパルス化するこ
とができる。本請求項記載の発明では、どのようなセンサを用いてもよい。
本請求項記載の発明により、任意の牽引速度を得ることができる。速度を様々に変化させ
ながら牽引する場合の牽引パターンを図６に示す。従来の通常の牽引では、図７に示すよ
うに、牽引力が直線的に増える等速牽引であった。図の横軸は時間で、縦軸は牽引力であ
る。グラフの傾きが牽引速度に相当する。図６も同様である。
　例えば図６（Ｃ）のように、牽引力を増減させながら設定牽引力まで牽引する場合、牽
引速度（グラフの傾斜）に対応するパルス数のパターンを作っておき、このパターンにな
るようにモータの電源を制御すれば、図６のような所望の牽引パターンが得られる。つま
り、本出願の発明によると、任意の牽引パターンを発生させることができる。
【００２６】
本発明では、モータの回転数を測定してパルス化するのに、モータ電源をモニタし、モー
タが回転するときに生じる電源の変動を測定し、これをパルス化して計数するようにした
。このパルス数と牽引速度との関係を求めておき、所定の牽引力にするには、所定のパル
ス数になるようにモータ電源を制御すればよい。
　本請求項記載の発明により、タコメータや光センサなどが不要となり、価格を低減でき
る。また、構成が簡単になるので、製造コストも低減でき、故障も少なくなる。
【００２７】
　従来の牽引では、牽引モードが変化するとき、例えば、牽引から持続のモードに移行す
るとき、モータの回転数はｎからゼロに変化する。このとき機械的な衝撃が発生して、患
者に不快感を与える。これは持続から緩和に、緩和から休止に、休止から牽引にと、モー
ドが変化するときには全て生じる。また、持続時に何らかの原因で牽引力が不足したり強
くなりすぎたときに、再度牽引したり緩和したりする。このときにも同様に生じる。
　これを防止するために、図６（Ａ）に記載の実施例では、牽引時の牽引速度Ｖと非牽引
時の牽引速度０との間で、パルス数Ｎをモニタしながらモータの電源を制御して、牽引速
度をほぼ連続的に変化させるようにした。例えば、牽引から持続のモードに移行するとき
、モータの回転速度をパルス数でモニタしながら牽引力をモニタし、牽引力が設定値に近
づいたとき、モータ電源を制御して、モータの回転数を連続的に変化させ、緩やかにモー
タを停止させるようにしている。図６（Ａ）にこの例を示す。持続から緩和へ、緩和から
休止へ等、どのような場合も同様にできる。
【００２８】
（第２実施形態）
　傾動機構部と牽引機構部及び脇装具駆動部には、実施例１ではリニアアクチュエータを
用いることができると記載したが、ワイヤで背もたれを移動させるようにしてもよい。ま
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た、棒ねじとナットを組み合わせてモータで駆動するようにしてもよい。背もたれを移動
させることができるものであれば何を用いてもよい。
【符号の説明】
【００２９】
　１　基台
　２　臥台
　３　傾動機構部
　６　着座部
　８　背もたれ部
　９　荷重検出部
１０　傾動機構部
１３　脇アーム
１４　腰用ベルト
１６　第二移動部
１７　脇装具駆動部
１８　こま
１９　カム

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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